中小企業経営の秘訣

秘訣その③（テーマ：税金納付の資金計画）
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中小企業経営者が、頭を悩ませることの一つに、各種税金はどれくらい課税され、いつ頃までに納付しなければならないのか、それはどのように資金計画をたてれば良いのかということでしょう。

まず、会社の税金には、法人税、住民税、事業税があります。これらの合計は、売上から経費を差し引いた利益の約５０％と考えれば良いでしょう。

従って、月次試算表残高（累計）の税引前当期利益の５０％をこれら税金の資金として毎月、別途ストックしておくことをお勧めします。

その他、消費税については、消費税の課税事業者（前々年の課税売上高３千万円超）で、原則課税の場合は、月次試算表残高（累計）の仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額をストックしておけば良く、また、簡易課税（年間売上高２億円以下の場合選択可能）の場合は、月次試算表残高（累計）の売上高から売上高にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて、それに５％を掛けた額をストックしておけば良いのです。

みなし仕入率は、以下の五種類に分類されます。

第一種事業（卸売業）：９０％

第二種事業（小売業）：８０％

第三種事業（農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業等）：７０％

第四種事業（飲食店、金融・保険業等）：６０％

第五種事業（不動産業、運輸・通信業、サービス業）：５０％

以　上

